




め大量枯損よりお守りします。 __I 
川E 亘書�毒諸語，ft.II宣鍾益面揖）：�岳遭

. r大量枯損J （損害額孟受注した植栽工事t額（＝保険金額）の60%）とならなかった損害
・暴風雨、ひょう災、雪災、なだれ、洪水、ゴ日Hれ 等によって生じた「折損J「倒木J「流失jの損害
・折損、倒木、流失によって生じた枯死または日姿不良
－寒害、凍害、霜害によって生じた枯死またはff：姿不良
．塩害によって生じた枯死または形姿不良
－施工の欠陥
・植栽された樹木等の不良
－濯水、除草、施肥、病虫害の防除等の適切a維持管理がなされなかった場合
－風雨等による表土の流出、または樹木の傾きや倒れが発生した際、正常に活着するように直ちに適切な補修がされな
かった場合

－融雪剤の影響によるもの
－踏庄、いたずら等の人為的な事由によるもの
－地震、噴火またはこれらによる津波によるもの など

ltlii言語E書公共団体等が発注する公共植栽工事

tl lf�l'.iil宮富野重DEヨE ①～⑤の工事については加入できませんのでご注意くださし＇o

①植栽工事金額が50万問未満の工事 I I
②防風林 ・ 防雪林 ・ 防潮林 ・ 防砂林 等｜ 1 ・・工事のすべてが加入できません。

防災の目的を主とする工事（※〉 ｜ l ” 

※植栽工事の目的として防風林・防雪林・防潮林・防砂林等の防災を主たる目的とする工Z露であり、通常の植栽工事と比較して植栽樹木の活着条件が厳しいもの。
※防火林は除かれますので、加入対象工事となります。

③試験植栽工事

］砂時間照宮
部分が

④移植工事 ⑤根回し工事
（］：種子映付け工事等の種子の使用による縁化工事

※③～⑤を除く植栽工事貨が50万円以上となる場合
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公益財団法人都市緑化機構

公共植栽工事を受注した造園建設業者等の皆さま

加入依頼書記載掠の植栽樹木・地被植物
※樹木単価50万円以上のもの、またはI也被植物については加入依頼書に明記しなし、と保険の対象になりません。

工事完成引渡日から 1 年間

工事請負金額のうち植栽に関わる直接工事費（刈（消費税を含みます。千円単位）
※直接工事費…材料費、労務費および機械経費

I�：儲岩田fil閉1蹴E量婿富E （保険料＝保険金額× 1%) ＋（付保証明手数料（＝2,000円＋消費税））
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